
令和7年5月21日

　日頃よりうるま市の保育行政にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、保育施設の利用要件である「保育の必要性」を定期的に確認する必要があるため、ご家庭の状

　況を確認する資料として、次のとおり必要書類のご提出をお願い致します。

令和7年度　現況確認届について

うるま市　保育こども園課
課長　山根　晃

（　公　印　省　略　）
No.4

【問い合わせ先】

うるま市役所　保育こども園課

入所給付第1係・入所給付第2係

TEL　098-973-5427

(1)、提出方法

 原則電子での申請となります。　　　[重要]：下記管理番号が必要となります。

 申請は各児童ごとではなく、世帯まとめて申請可能です。

 手続き方法等は別紙「電子申請について」をご確認ください。

 ※インターネット環境がない等、やむをえない場合は下記連絡先までご相談ください。

(2)、電子申請に必要な書類

　①下記(4)記載の管理番号

　②案内文の宛名となっている保護者の生年月日

　②保護者の「保育を必要とする事由」を証明する書類（裏面参照）

　※ふたり親の場合は、父の書類1部と母の書類1部が必要です。

　※令和７年４月以降に作成された書類を既に提出済みの方の分は不要です。

(3)、提出期間　令和６年５月21日（水）～　令和6年６月30日（月）

児童名　○○ ○○○

(5)、現況確認届提出に伴う認定変等について

　①現況確認届にて確認され次第認定変更（例　要件：月64～120時間未満勤務の就労（保育

　短時間）➡月120時間以上勤務の就労（保育標準時間）など）を行います。速やかに認定変更が

　必要となる方については、保育こども園課へ直接お問い合わせください。

　②現況確認届が未提出の方、または要件書類が確認できない方は、保育施設の利用を継続できない

　場合があります。

　※企業主導型保育施設は除きます。

1234567(4)、管理番号

与那城保育所

○○　○○○ 様

電子申請を開始する際に入力を求められます。

電子申請には、こちらに記載の保護

者生年月日が必要となります。



　

※在園児童が在園継続希望する場合は、翌年度の入園申込みを行う必要はありません。

　ただし、現況確認届により保護者の「保育を必要とする事由」が確認できなかった場合は、在園継続す

ることができない場合があります。

　また、園の持ち上がり定員の関係上、在園継続ができない場合があります。その場合は入園申込みが

必要となります。

（例）①４歳児定員より５歳児定員が少ない園　②５歳児クラスが無い園　など

 

※在園児童については、現況確認届により要件の確認を行うため、転園希望の申し込みをする際に、再

度要件書類を提出する必要はありません。ただし、勤務先の変更があるなど状況に変更がある場合には

再度ご提出いただく必要があります。

(6)、令和8年度の入園申込みについて（お知らせ）

令和８年度の入園申込み方法は以下の通りになっておりますので、お知らせいたします。

※令和８年度の入園申込み期間は、１０月上旬から２週間程度の予定となっております。

詳しくは、９月上旬ごろに通知及び市ホームページ等により周知予定となっております。

○令和８年４月１日入園申し込み

①在園児童で、在園継続希望の場合は入園申込みが不要となります。

②在園児童だが、他の園に転園を希望する場合は入園申込みが必要となります。

③新規入園申込みの場合は、入園申込みが必要となります。

【注意事項（必ずお読み下さい。）】

在園児童 現況
確認届

➀在園継続希望

（連携園含む） 申込み 不要

新規児童

②転園希望

入園申込み

※市役所で申請
③新規入園希望


